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船舶事故調査報告書 

 

令和５年３月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年９月３０日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県香美
か み

町香住
か す み

港北方沖 

香住港東浜西防波堤灯台から真方位３３５°１.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°４０.８′ 東経１３４°３７.５） 

事故の概要  遊漁船正栄
しょうえい

丸は、西北西進中、また、ミニボート（船名なし）

は、船首を西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 ミニボートは、操縦者及び同乗者が負傷し、左舷部に擦過傷等を生

じ、また、正栄丸は、右舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１０月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 遊漁船 正栄丸、４.９トン 

   ＨＧ３－５００１３（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.１４ｍ（Lr）×３.１９ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３０２.３０kＷ、平成９年７月１７日 

   第２５１－１７７５４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

   なし、個人所有 

   約３.２３ｍ×約１.５６ｍ×約０.４０ｍ、ゴム 

   ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年６月３０日 

    免許証交付日 令和４年７月７日 

           （令和１０年３月２０日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ ３５歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（操縦者Ｂ、同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 
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Ｂ 左舷部に擦過傷、船尾トランサム凹損、ドーリー１個紛失 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、水温 約２７℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、遊漁の目的

で、令和４年９月３０日０９時３０分ごろ香美町余部
あまるべ

埼北西方沖の釣

り場（以下「本件目的地」という。）に向けて香美町相
あい

谷
たに

漁港を出航

した。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛け、ＧＰＳプロッター及

び０.５Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、手動操舵で操船に当た

り、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西北西進

した。 

 船長Ａは、香美町柴山港北東方沖に多数の船舶を認め、同船舶を避

けながら航行し、同港北方沖において、船首方を見た際、本件目的地

の僚船以外に航行の支障となる船舶はいないと思い、船首方を時折見

ながら、ＧＰＳプロッター上に示された相谷漁港沖から本件目的地ま

での過去の航跡を見ながら西北西進を続けた。 

 船長Ａは、香住港北方沖を西北西進中、０９時５０分ごろ、ジャリ

という音が聞こえてすぐにＡ船の右舷方を通過していくＢ船を認め、

Ａ船とＢ船とが衝突したことに気付いた。 

 船長Ａは、直ちに減速して機関を中立運転とし、船尾方を見たとこ

ろ、Ｂ船及び海面上に浮いているＢ船の同乗者１人（以下「同乗者

Ｂ」という。）を認め、Ｂ船の方に引き返し、操縦者Ｂ及び同乗者Ｂ

に声を掛けたところ、共に大丈夫との返事があり、同乗者Ｂは、Ａ船

まで泳いでＡ船から下ろされた梯子を自力で上った。 

 船長Ａは、１１８番通報した際、同乗者Ｂが負傷していたので救急

車も要請し、Ｂ船を香住港にえい
．．

航した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、同乗者Ｂを乗せ、釣りの目的で、

０７時３０分ごろ香美町松ヶ埼北東方沖の沖ノグリと称する釣り場に

向けて同町三田浜海水浴場の砂浜を出発した。 

 Ｂ船は、０８時４０分ごろまで沖ノグリで釣りを行い、０９時００

分ごろから香住港北方沖で釣り場所を移動しながら釣りを行った後、

船首を西方に向け、操縦者Ｂが船尾側の回転椅子に座り、同乗者Ｂが

船首側のクーラーボックスに座って、船外機を停止し漂泊して釣りを

行っていた。 

 操縦者Ｂは、０９時４０分ごろ、船尾方からＢ船に向かってくるＡ

船を認め、避航しようと思って船外機を始動しようとしたが始動せ

ず、船外機を確認したところ燃料タンクの燃料がなくなっていたの

で、予備の燃料タンクから給油することとした。 

 操縦者Ｂは、給油後、何度かリコイルスターターを引いて船外機を

始動しようとしたが始動せず、更に接近するＡ船を見て、同乗者Ｂと
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共に大声を出して手を振ったが、０９時５０分ごろＢ船船尾部とＡ船

船首部とが衝突した。 

 同乗者Ｂは、Ａ船船首部に頭部が接触した後、海上に投げ出され

た。 

 同乗者Ｂは、香住港に到着後、待機していた救急車により病院に搬

送されて後頭部裂傷と診断され、後日、クリニックで受診した際、左

肩関節捻挫及び外傷性頚部症候群の診断が追加された。 

 操縦者Ｂは、Ｂ船に乗船したまま香住港にえい
．．

航された。 

 操縦者Ｂは、後日、医院で受診したところ、頸椎捻挫、右股関節捻

挫と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ 船長Ａの操

船姿勢、写真３ Ｂ船（船尾方から撮影）、写真４ Ｂ船（右舷方

から撮影） 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、船首浮上による船首方の死角は生じていな 

かった。 

 船長Ａは、港口付近では多数のミニボートを見たことがあったが、

陸岸から離れた本事故発生場所で、ミニボートが漂泊しているところ

を余り見掛けたことがなかった。 

 船長Ａは、柴山港北方沖で本件目的地を見た際、僚船以外に航行の

支障となる船舶はいないと思ったが、Ｂ船の船体の色がグレーであっ

たので、見えにくかったのではないかと本事故後に思った。 

 Ｂ船の長さ（登録長相当）は、約２.９１ｍであった。 

 Ｂ船は船尾部から約３.０ｍの高さに赤色の旗を掲示していた。 

 操縦者Ｂは、本事故発生場所で釣りを行った経験が約６回あり、漂

泊して釣りをする船舶を見掛けたことはあったが、航過する船舶を見

掛けたことがなかったので、安全な海域と思っていた。また、ふだん

Ｂ船に向かってくる船舶を認めた場合、移動して避けるようにしてい

た。 

 操縦者Ｂは、香住港に到着後、Ｂ船の船外機のリコイルスターター

を引いて始動することを確認したが、これまでに海上で燃料がなく 

なって船外機が停止してから給油した事もあり、給油後すぐには船外

機が始動しないこともあったので、漂泊中に燃料タンクの残量を確認

し、燃料を給油しておけば良かったと思った。 

 Ｂ船は、有効な音響による信号を有していなかった。 

 操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用しており、海上に投げ出

された同乗者Ｂの救命胴衣は適切に膨張し、海面に浮上した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 判明した事項の解析 

 

 Ａ船は、香住港北方沖において約１２knの速力で西北西進中、船長

Ａが、船首方を時折見ていたが、本件目的地の僚船以外に航行の支障

となる船舶はいないと思い、ＧＰＳプロッターの画面に意識を向けて

いたことから、進路線上で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船長Ａは、柴山港北方沖で船首方を見た際、本件目的地の僚船以外

の船舶を認めなかったこと、及び本事故発生場所付近で船体の高さが

低いミニボートを余り見掛けたことがなかったことから、進路線上に

他船はいないと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、香住港北方沖において船首を西方に向けて漂泊中、操縦者

Ｂが、接近するＡ船を認めた際、船外機を始動して避航しようとした

ところ、船外機の燃料がなくなっていたことから、予備燃料を給油し

て船外機を始動しようとしたが始動せず、Ａ船に対して同乗者Ｂと共

に大声を出して手を振ったがＡ船は気付かず、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

 操縦者Ｂは、これまでに海上で燃料がなくなってから予備燃料を給

油していたことから、まだ燃料があると思い、燃料タンクの残量を確

認していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、香住港北方沖において、Ａ船が約１２knの速力で西北西

進中、Ｂ船が船首を西方に向けて漂泊中、船長Ａが、船首方を時折見

ていたが、本件目的地の僚船以外に航行の支障となる船舶はいないと

思い、ＧＰＳプロッターの画面に意識を向けていたため、漂泊中のＢ

船に気付かず、また、操縦者Ｂが、接近するＡ船を認めた際、船外機

を始動して避航しようとしたところ、船外機の燃料がなくなっていた

ため、船外機を始動しようとしたが始動せず、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、視認した船舶以外に進路上に他船がいないもの

と思い込まず、常時適切な見張りを行い、高さの低い小型船舶を

見落とさないようにすること。 

 ・ミニボートの操縦者は、漂泊しながら釣りを行っている時に、接

近する他船を認めた場合、余裕のある時機に機関を使用して船体

を移動させることができるように、船外機をいつでも使用できる

状態にしておくこと。 

 ・ミニボートの操縦者は、携帯式エアホーンなど、有効な音響によ

る信号を行うことができる手段を装備することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａの操船姿勢 
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写真３ Ｂ船（船尾方から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船（右舷方から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


